
令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
十
一
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
ま
で
の
様
式
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（

別
記
）」

を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
１
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、

同
様
式
の
注
３
中「

す
べ
て
」

を「
全
て
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
二
中「

様
式
第
１
の
２
」

を「
別
記
様
式

第
１
の
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
三
中「

様
式
第
１
の
３
」

を「
別
記
様
式
第
１
の
３
」

に
改
め
、
別
記
様

式
第
一
の
四
中「

様
式
第
１
の
４
」

を「
別
記
様
式
第
１
の
４
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
五
中「

様
式
第
１
の

５
」

を「
別
記
様
式
第
１
の
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
２
」

を「
別
記
様
式
第
２
」

に
改
め
、
別

記
様
式
第
三
中「

様
式
第
３
」

を「
別
記
様
式
第
３
」

に
改
め
る
。

（
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
七
条
の
四
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」

に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
の
六
第
三
項
、
第
七
条
の
五
の
七
第
三
項
及
び
第
七
条
の
五
の
十
第
三
項
中
「
正
本
」
を「
、
正
本
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
四
条

第
七
条
の
四
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別

記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
の
様
式
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（

別
記
）」

を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
１
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、

別
記
様
式
第
一
の
二
中「

様
式
第
１
の
２
」

を「
別
記
様
式
第
１
の
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
三
中「

様
式

第
１
の
３
」

を「
別
記
様
式
第
１
の
３
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
２
」

を「
別
記
様
式
第
２
」

に
改

め
、
別
記
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３
（
第
14条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
７
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き

書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま

す
。本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

〇
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法

令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す

る
規
則

目
次第

一
章

原
子
炉
等
規
制
法
関
係
（
第
一
条

第
四
十
二
条
）

第
二
章

放
射
線
障
害
防
止
法
関
係
（
第
四
十
三
条

第
四
十
五
条
）

第
三
章

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
関
係
（
第
四
十
六
条
）

附
則

第
一
章

原
子
炉
等
規
制
法
関
係

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一

通
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
四
ま
で
の
様
式
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（

別
記
）」

を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
１
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、

別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
２
」

を「
別
記
様
式
第
２
」

に
、
同
様
式
１

の
表
中「

を
除
く
）」

を「を
除
く
。）」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
の
二
中「

様
式
第
２
の
２
」

を「
別
記
様
式
第
２
の
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
の
三

中「
様
式
第
２
の
３
」

を「
別
記
様
式
第
２
の
３
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中「

様
式
第
３
」

を「
別
記
様
式
第

３
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中「

様
式
第
４
」

を「
別
記
様
式
第
４
」

に
改
め
る
。





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報
備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
十
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記

）」を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、

別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
、「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記

様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式

第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「表
わ
す

」
を「表

す

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
、「様

式
第
４

」
を「別
記
様
式
第
４

」に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
六
中
「様

式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
、「様

式
第

５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に

改
め
、
別
記
様
式
第
七
中
「様

式
第
７

」
を
「別

記
様
式
第
７

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
八
中
「様

式
第
８

」
を
「別

記
様
式
第
８

」
に
、「様

式
第

４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
九
中
「様

式
第
９

」

を
「別

記
様
式
第
９

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様
式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」に
改
め
、

別
記
様
式
第
十
中
「様

式
第
10

」
を
「別

記
様
式
第
10

」
に
、「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」に
、「様

式
第
４

」

を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
９

」
を
「別

記
様
式
第
９

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」に
改
め
、

別
記
様
式
第
十
一
中
「様

式
第
11

」
を
「別

記
様
式
第
11

」
に
、「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
、「様

式
第

４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
９

」
を
「別
記
様
式
第
９

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」に
、

「様
式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
二
中
「様

式
第
12

」
を「別

記
様
式
第
12

」に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
三
中
「様

式
第
13

」
を
「別

記
様
式
第
13

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
四
中
「様

式
第
14

」
を
「別

記
様
式
第
14

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」に
、

「様
式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
、「様

式
第
13

」
を
「別

記
様
式
第
13

」
に
改
め
、別
記
様
式
第
十
五
中「様

式
第
15

」
を
「別

記
様
式
第
15

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
六
中
「様

式
第
16

」
を
「別

記
様
式
第
16

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」

に
、「様

式
第
15

」
を
「別
記
様
式
第
15

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
七
中
「様

式
第
17

」
を
「別

記
様
式
第
17

」に
、

「様
式
第
３

」
を
「別
記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「廃

棄
を
除
く
）

」を
「廃

棄
を

除
く
。）

」
に
、「様

式
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
八
中
「様

式
第
18

」
を
「別

記
様
式
第

18

」
に
、「様

式
第
17

」
を
「別

記
様
式
第
17

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
九
中
「様

式
第
19

」
を
「別

記
様
式
第
19

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
中
「様

式
第
20

」
を
「別

記
様
式
第
20

」
に
、「様

式
第
17

」
を
「別

記
様

式
第
17

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
５

」
を

「別
記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
一
中
「様

式
第
21

」
を
「別

記
様
式
第
21

」
に
、「様

式
第
20

」
を

「別
記
様
式
第
20

」
に
、「様

式
第
17

」
を
「別

記
様
式
第
17

」
に
、「様

式
第
18

」
を
「別

記
様
式
第
18

」
に
、「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
二
中
「様

式
第
22

」
を
「別

記
様
式
第
22

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」

に
、「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
三
中
「様

式
第
23

」
を
「別

記
様
式
第
23

」

に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
、「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
四

中
「様

式
第
24

」
を
「別
記
様
式
第
24

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
五
中
「様

式
第
25

」
を
「別

記
様
式
第
25

」

に
、「様

式
第
12

」
を
「別
記
様
式
第
12

」
に
、「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
六

中
「様

式
第
26

」
を
「別

記
様
式
第
26

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
七
中
「様

式
第
27

」
を
「別

記
様
式
第
27

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
八
中
「様

式
第
28

」
を
「別

記
様
式
第
28

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
九
中
「様

式
第
29

」
を
「別
記
様
式
第
29

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
中
「様

式
第
30

」
を
「別

記
様
式
第
30

」
に
改
め
る
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
計
画
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
計
画
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の
表
核
燃
料
物
質
使
用
計
画
の
項
中「（炉

内
そ
う
入
用

）」を「（炉
内
挿
入
用

）」に
、「炉

内
そ
う
入
量

」

を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「炉

内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
改
め
、
同
表
備
考
５
中

「炉
内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
、「炉

内
そ
う
入
量

」
を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及

び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
五
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業

規
格
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
及
び
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」

に
改
め
る
。

第
九
条
の
五
第
三
項
、
第
九
条
の
六
第
三
項
及
び
第
九
条
の
九
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を

「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記

）」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
五
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
る
。

（
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
を
「
正
本
一
通
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）及
び
別
記
様
式
第
三
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
条
の
四
第
一
項
の
書
類

二

第
四
条
第
一
項
の
書
類

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記

）」を
削
り
、
別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、

別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３
（
第
10条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
又
は
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
）

第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
法
令
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
出
の
適
用
条
文
の
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
項
、
第
一
条
の
四
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に

改
め
る
。

第
四
条
中
「
た
だ
し
書
き
」
を
「
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
十
四
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
六
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一

通
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
五
第
五
項
、
第
十
九
条
の
六
第
四
項
及
び
第
十
九
条
の
九
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」

を
「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
四
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
の
二
中
「様

式
第
２
の
２

」
を
「別

記
様
式
第
２
の
２

」
に
改
め
、
別
記
様

式
第
二
の
三
中
「様

式
第
２
の
３

」
を
「別

記
様
式
第
２
の
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」を「別
記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
る
。

（
船
舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
で
あ
つ
て
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
の
運
転
計
画
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

船
舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
で
あ
つ
て
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
の
運
転
計
画

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
総
理
府

運
輸
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の
表
核
燃
料
物
質
使
用
計
画
の
項
中
「炉

内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
、「炉

内
そ
う
入
量

」

を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「炉

内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
改
め
、
同
表
備
考
５
中

「炉
内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
、「炉

内
そ
う
入
量

」
を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
る
。

（
原
子
炉
主
任
技
術
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

原
子
炉
主
任
技
術
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記
）

」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
六
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別

記
様
式
第
六
中
「様

式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
中
「
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
」
を
「
総

理

府

通
商
産
業
省
令
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記
）

」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式

第
２

」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第

五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
八
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記
）

」を
削
り
、「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、別
記
様
式
第
二
中「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別

記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式

第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
六
中
「様

式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
七
中
「様

式
第

７

」
を
「別

記
様
式
第
７

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
八
中
「様

式
第
８

」
を
「別

記
様
式
第
８

」
に
改
め
る
。

（
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
九
条
第
五
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
五
項
、

第
二
十
六
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
五
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改

め
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
の
表
二
の
項
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
五
項
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
八
十
四
条
の
二
第
三
号
及
び
第
七
号
、
第
八
十
五
条
第
七
号
並
び
に
第
八

十
六
条
第
七
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。）の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
十
四
条

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。）の
設
置
、運
転
等
に
関
す
る
規
則（
昭

和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
表
核
燃
料
物
質
使
用
計
画
の
項
中「（炉

内
そ
う
入
用

）」を「（炉
内
挿
入
用

）」に
、「炉

内
そ
う
入

量

」
を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
、
同
表
備
考
３
中
「炉

内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
改
め
、
同
表
備
考

６
中
「炉

内
そ
う
入
用

」
を
「炉

内
挿
入
用

」
に
、「炉

内
そ
う
入
量

」
を
「炉

内
挿
入
量

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第

二
中
「通

り

」
を
「と

お
り

」
に
改
め
る
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
継
手
引
張
試
験
の
項
及
び
型
曲
げ
試
験
の
項
中
「日

本
工
業
規
格
Ｚ
3121

」
を
「日

本
産
業
規
格

Ｚ
3121

」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
試
験
の
方
法
の
欄
及
び
合
格
基
準
の
欄
中
「す
べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
ホ
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
試
験
の
方
法
の
項
中
「は

く
離

」
を
「剥
離

」
に
、「あ

っ
て
は

」
を
「あ

つ
て
は

」
に
改
め
る
。

付
表
母
材
の
種
類
の
欄
中
「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3106

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3106

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ

3115

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3115

」
に
、「日
本
工
業
規
格
Ｇ
3118

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3118

」
に
、「日

本
工

業
規
格
Ｇ
3119

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3119

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3126

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3126

」に
、

「日
本
工
業
規
格
Ｇ
3127

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3127

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3461

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ

3461

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3462

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3462

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3464

」
を
「日

本
産

業
規
格
Ｇ
3464

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3455

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3455

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3456

」
を

「日
本
産
業
規
格
Ｇ
3456

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3458

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3458

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ

3202

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3202

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
3204

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
3204

」
に
、「日

本
工

業
規
格
Ｇ
5151

」
を
「日
本
産
業
規
格
Ｇ
5151

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｇ
4051

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
4051

」に
、

「日
本
工
業
規
格
Ｈ
4140

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｈ
4140

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ｈ
5202

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｈ

5202

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「日

本
工
業
規
格
Ｇ
4051

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ｇ
4051

」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
十
六
条

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」を「
正

本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
六
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
中「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」

を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
七
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
の
十
三

第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
の
下
に「（
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記

）」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
五
か
ら
別
記
様
式
第
七
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業

規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
の
二
中
「様

式
第
５
の
２

」
を「別

記
様
式
第
５
の
２

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
の
三
中
「様

式
第
５
の
３

」
を
「別

記
様
式
第
５
の
３

」
に
改
め
、別
記
様
式
第
六
中「様

式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
七
中
「様

式
第
７

」
を
「別

記
様
式
第
７

」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
中「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」

を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業

規
格
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し

各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
六
第
三
項
、
第
三
十
五
条
の
七
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し

一
通
」
を
「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記
）

」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別

記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
二
中
「様

式
第
１
の
２

」

を
「別

記
様
式
第
１
の
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
一
の
三
中
「様

式
第
１
の
３

」
を
「別

記
様
式
第
１
の
３

」
に

改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」を「別
記
様
式
第
３

」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
、
第
七
条
第
四
項
、
第
九
条
第
五
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
五
項
中

「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
四
項
中
「
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
」
を
「
正
本
及
び
副
本
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
第
五
項
中
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
十
五
条
第
六
号
及
び
同
条
第
十
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防

止
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
、
同
項
第
三
号
中
「
取
扱
う
」を「
取

り
扱
う
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
第
三
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
二
項
及
び
第
九
十
八
条
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正

本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
四
項
中
「
提
出
部
数
は
」
の
下
に
「
、
」を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
百
十
六
条
第
三
項
、
第
百
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を

「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
中
「
提
出
部
数
は
」
の
下
に
「
、
」を
加
え
る
。

様
式
第
二
か
ら
様
式
第
六
ま
で
の
様
式
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

様
式
第
二
１

の
表
中「

を
除
く
）」

を「
を
除
く
。）」

に
改
め
る
。





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

第
八
十
九
条
第
三
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
八
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び

写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
第
五
項
、
第
百
十
二
条
第
四
項
及
び
第
百
十
五
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を

「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
か
ら
様
式
第
六
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
１

の
表
中
「を

除
く
）

」を
「を

除
く
。）

」
に
改
め
る
。

（
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に

関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術

基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
中
「は

く
離

」
を
「剥

離

」
に
改
め
る
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
取
決
め
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
取
決
め
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の
前
の「（別

記

）」を
削
り
、
別
記
様
式
中
「様

式

」
を
「別

記
様
式

」
に
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写

し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
四
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業

規
格
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」

に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
七
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び

写
し
一
通
」
を
「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
の
様
式
中
「日
本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
、
副
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
、
副
本
及
び
写
し
各
一
通
」に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的

方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式

の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
申
請
書

二

第
五
条
第
一
項
の
申
請
書

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
11条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
第
条
第
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下

の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
法
令
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
の
適
用
条
文
の
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度

に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放

射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
評
価
単
位
毎
」
を
「
評
価
単
位
ご
と
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
種
類
毎
」を「
種

類
ご
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に
記

載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式
の

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
申
請
書

二

第
五
条
第
一
項
の
申
請
書

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
10条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
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製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度

に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
第
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
法
令
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
の
適
用
条
文
の
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
二
十
四
条

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一

通
」
を
「
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
、
第
六
十
七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
正

本
及
び
写
し
各
一
通
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項
、
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
九
条
第
三
項
、第
八
十
条
第
三
項
、

第
八
十
三
条
第
三
項
及
び
第
八
十
五
条
第
三
項
中
「
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
」
を
「
、
正
本
及
び
写
し
各
一
通
」

に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
中
「
電
磁
的
方
式
」
を
「
電
磁
的
方
法
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（別

記

）」を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
六
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別
記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別

記
様
式
第
六
中
「様

式
第
６

」
を
「別

記
様
式
第
６

」
に
改
め
る
。

（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規

則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
七
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
防
止
」に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「別

記
様
式

」
を
「別

記
様
式
（
第
42条
関
係

）」に
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に

改
め
る
。

（
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

（
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
し
易
い
」
を
「
し
や
す
い
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
七
十
九
条

第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的

方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式

の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
79条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し

ま
す
。
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
五
条

第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に
記

載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式
の

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
削
る
。





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
15条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ

き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提
出
い
た
し

ま
す
。
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査

の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び

そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
十
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則（
平

成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
し
易
い
」
を
「
し
や
す
い
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
七
十
九
条

第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に

記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的

方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式

の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
79条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
べ
き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提

出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
中
「
た
だ
し
書
き
」
を
「
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条

第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
申
請
書
に
記

載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
別
記
様
式
の

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
13条
関
係
）

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票

年
月
日

原
子
力
規
制
委
員
会
殿

住
所

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）





令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
べ
き
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
を
以
下
の
と
お
り
提

出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

１
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

２
「
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
事
項
」
の
欄
に
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を

記
載
す
る
と
と
も
に
、
２
以
上
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
ご
と
に
整
理

番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
電
磁
的
記
録
媒
体
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類
」
の
欄
に
は
、
本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
書
類

名
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
該
当
事
項
の
な
い
欄
は
、
省
略
す
る
こ
と
。

（
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び

そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の

方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
加
工
施
設
に
係
る
加
工
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技

術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

加
工
施
設
に
係
る
加
工
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の

組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の
「
別
記
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
五
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「様

式
第
１

」
を
「別
記
様
式
第
１

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中
「様

式
第
２

」
を
「別

記
様
式
第
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中
「様

式
第
３

」
を
「別

記
様
式
第
３

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中
「様

式
第
４

」
を
「別

記
様
式
第
４

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中
「様

式
第
５

」
を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
る
。

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理

の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る

品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の

検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法

及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
三
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

（
再
処
理
施
設
に
係
る
再
処
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

再
処
理
施
設
に
係
る
再
処
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め

の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
廃
棄
物
管
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査

の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
廃
棄
物
管
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び

そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

（
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
１
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
２
」

を「
別
記

様
式
第
２
」

に
改
め
る
。

第
二
章

放
射
線
障
害
防
止
法
関
係

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府

令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
の
前
の「（

別
記
）」

を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
六
十
一
ま
で
の
様
式
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
一
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
二
」

を「
別
記

様
式
第
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中「

様
式
第
三
」

を「
別
記
様
式
第
３
」

に
、

「
様
式
第
二
」

を「
別
記
様
式

第
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中「

様
式
第
四
」

を「
別
記
様
式
第
４
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中「

様
式
第

五
」

を「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
六
中「

様
式
第
六
」

を「
別
記
様
式
第
６
」

に
、「様

式
第
五
」

を
「別

記
様
式
第
５

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
七
中
「様

式
第
七
」

を
「別

記
様
式
第
７

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第

八
中「

様
式
第
八
」

を「
別
記
様
式
第
８
」

に
、

「
様
式
第
一
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
九
中

「
様
式
第
九
」

を「
別
記
様
式
第
９
」

に
、

「
様
式
第
七
」

を「
別
記
様
式
第
７
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
中「

様
式
第
十
」

を「
別
記
様
式
第
10」

に
、「様

式
第
五
」

を「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
一
中「

様
式

第
十
一
」

を「
別
記
様
式
第
11」

に
、

「
様
式
第
一
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
二
中「

様
式

第
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
12」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
三
中「

様
式
第
十
三
」

を
「別

記
様
式
第
13」

に
改
め
、

別
記
様
式
第
十
四
中「

様
式
第
十
四
」

を
「別

記
様
式
第
14」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
五
中「

様
式
第
十
五
」

を

「別
記
様
式
第
15」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
六
中「

様
式
第
十
六
」

を「
別
記
様
式
第
16」

に
改
め
、
別
記
様
式

第
十
七
中「

様
式
第
十
七
」

を「
別
記
様
式
第
17」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
八
中「

様
式
第
十
八
」

を「
別
記
様

式
第
18」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
九
中「

様
式
第
十
九
」

を「
別
記
様
式
第
19」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
中





別
記
様
式
第
四
の
注
３
中「

当
該
届
出
を
し
た
年
月
日
及
び
当
該
届
出
番
号
を
」

を「当
該
届
出
番
号
を
併
せ
て
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
四
中「

所
定
」

を「
正
本
に
は
、
所
定
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
九
中「

住
所

電
話
番
号
」

を
削
り
、
同
様
式
の
表
収
納
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
仕
様
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

住
所

郵
便
番
号
（

）
都
道
府
県

電
話
番
号
（

）

位元素等の仕様

収納する放射性同

核
種

数
量

重
量

物
理
的
状
態
（
注
３
）

化
学

形
等
（
注
４
）

密
封
の
状
態
（
注
５
）

（
注
２
）

別
記
様
式
第
二
十
中「

住
所

電
話
番
号
」

を
削
り
、
同
様
式
の
表
容
器
の
名

称
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
所

郵
便
番
号
（

）
都
道
府
県

電
話
番
号
（

）

容
器

の
名

称

別
記
様
式
第
二
十
一
中「

住
所

電
話
番
号
」

を
削
り
、
同
様
式
の
表
容
器
の

名
称
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
所

郵
便
番
号
（

）
都
道
府
県

電
話
番
号
（

）

容
器

の
名

称

別
記
様
式
第
二
十
二
中「

住
所

電
話
番
号
」

を
削
り
、
同
様
式
の
表
容
器
の

名
称
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
所

郵
便
番
号
（

）
都
道
府
県

電
話
番
号
（

）

容
器

の
名

称

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報
「
様
式
第
二
十
」

を「
別
記
様
式
第
20」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
一
中「

様
式
第
二
十
一
」

を「
別
記
様
式
第

21」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
二
中「

様
式
第
二
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
22」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
三

中「
様
式
第
二
十
三
」

を「
別
記
様
式
第
23」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
四
中「

様
式
第
二
十
四
」

を「
別
記
様

式
第
24」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
五
中「

様
式
第
二
十
五
」

を「
別
記
様
式
第
25」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二

十
六
中「

様
式
第
二
十
六
」

を「
別
記
様
式
第
26」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
七
中「

様
式
第
二
十
七
」

を「
別

記
様
式
第
27」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
八
中「

様
式
第
二
十
八
」

を「
別
記
様
式
第
28」

に
、

「
様
式
第
五
」

を

「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
九
中「

様
式
第
二
十
九
」

を「
別
記
様
式
第
29」

に
改
め
、
別
記

様
式
第
三
十
中「

様
式
第
三
十
」

を「
別
記
様
式
第
30」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
一
中「

様
式
第
三
十
一
」

を

「
別
記
様
式
第
31」

に
、

「
様
式
第
七
」

を「
別
記
様
式
第
７
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
二
中「様

式
第
三
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
32」

に
、

「
様
式
第
五
」

を「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
三
中「

様
式
第
三
十

三
」

を「
別
記
様
式
第
33」

に
、

「
様
式
第
五
」

を「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
四
中「

様
式
第

三
十
四
」

を「
別
記
様
式
第
34」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
五
中「

様
式
第
三
十
五
」

を「
別
記
様
式
第
35」

に

改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
六
中「

様
式
第
三
十
六
」

を「
別
記
様
式
第
36」

に
、

「
様
式
第
五
」

を「別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
七
中「

様
式
第
三
十
七
」

を「
別
記
様
式
第
37」

に
改
め
、別
記
様
式
第
三
十
八
中「様

式
第
三
十
八
」

を「
別
記
様
式
第
38」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
十
九
中「

様
式
第
三
十
九
」

を「別
記
様
式
第
39」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
中「

様
式
第
四
十
」

を「
別
記
様
式
第
40」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
一
中「

様
式

第
四
十
一
」

を「
別
記
様
式
第
41」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
二
中「

様
式
第
四
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
42」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
三
中「

様
式
第
四
十
三
」

を「
別
記
様
式
第
43」

に
改
め
、別
記
様
式
第
四
十
四
中「様

式
第
四
十
四
」

を「
別
記
様
式
第
44」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
五
中「

様
式
第
四
十
五
」

を「別
記
様
式
第
45」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
六
中「

様
式
第
四
十
六
」

を「
別
記
様
式
第
46」

に
改
め
、別
記
様
式
第
四
十
七
中「様

式
第
四
十
七
」

を「
別
記
様
式
第
47」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
八
中「

様
式
第
四
十
八
」

を「別
記
様
式
第
48」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
十
九
中「

様
式
第
四
十
九
」

を「
別
記
様
式
第
49」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
十
中「

様
式
第
五
十
」

を「
別
記
様
式
第
50」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
十
一
中「
様
式
第
五
十
一
」

を「
別
記
様
式
第
51」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
十
二
中「

様
式
第
五
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
52」

に
改
め
、別
記
様
式
第
五
十
三
中「様

式
第
五
十
三
」

を「
別
記
様
式
第
53」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
十
四
中「

様
式
第
五
十
四
」

を「別
記
様
式
第
54」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
十
五
中「

様
式
第
五
十
五
」

を「
別
記
様
式
第
55」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
、「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め

る
。別

図
中「

日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府

令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
六
の
七
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
五
十
三
の
二
か
ら
別
記
様
式
第

五
十
三
の
四
ま
で
の
様
式
中「
日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
も
の
は
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
の
二
中
「様

式
第
二
十
六
の
二

」
を
「別

記
様
式
第
26の
２

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十

六
の
三
中
「様

式
第
二
十
六
の
三

」
を
「別

記
様
式
第
26の
３

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
を
備
考
４
と
し
、
同

様
式
の
備
考
２
を
備
考
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
こ
の
届
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
二
十
六
の
四
中
「様

式
第
二
十
六
の
四

」
を
「別

記
様
式
第
26の
４

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中

「発
送
人

」
を「「氏

名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）」
発
送
人

」
に
、
同
様
式
の
注
３

中
「数

量
は

」
を「「運

搬
さ
れ
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
」
数
量
は

」
に
、
同
様
式
の
注
４
中

「固
体
状

」
を「「密

封
さ
れ
て
い
な
い
特
定
放
射
性
同
位
元
素
」
固
体
状

」
に
、
同
様
式
の
注
５
中
「運

搬

」
を

「「運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
」

運
搬

」
に
、
同
様
式
の
注
６
中
「具

体
的
な

」
を「「運

搬
手
段
」

具
体
的
な

」
に
、
同
様
式
の
注
７
中
「取

決
め

」
を「「取

決
め
に
関
す
る
説
明
」
取
決
め

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第





別 記 様 式 第 五 十 三 の 二 中「様式第五十三の二」 を「別記様式第53の２」 に 、 同 様 式 の 表 を 次 の よ

う に 改 め る 。

氏 名 又 は 名 称

法 人 に あ つ て は、 そ の 代 表 者 の 氏 名

住 所

郵便番号（ ）
都道
府県

電話番号（ ）

許可証の年月日及び番号又は法第３条の２第１項
の届出をした年月日 （注２）

工 場 又 は 事 業 所
廃 棄 事 業 所

名 称

所 在 地

郵便番号（ ）
都道
府県

電話番号（ ）

連 絡 員 の 氏 名
（注３）

所属部課名（ ）
電話番号（ ）
ＦＡＸ番号（ ）

メールアドレス（ ）

特定放射性同位元素の取扱いの開始年月日（注４） 年 月 日

被 選 任 者 の 氏 名 年 齢 選任年月日 職務上の地位

歳 年 月 日

被 解 任 者 の 氏 名 解任年月日 選任年月日 解任理由

年 月 日 年 月 日

別 記 様 式 第 五 十 三 の 三 中「様式第五十三の三」 を「別記様式第53の３」 に 改 め 、 同 様 式 の 表 を 次

の よ う に 改 め る 。

氏 名 又 は 名 称

法 人 に あ つ て は、 そ の 代 表 者 の 氏 名

住 所

郵便番号（ ）
都道
府県

電話番号（ ）

別 記 様 式 第 五 十 三 の 四 中「様式第五十三の四」 を「別記様式第53の４」 に 改 め 、 別 記 様 式 第 五 十

六 中「様式第五十六」 を「別記様式第56」 に 改 め 、 別 記 様 式 第 五 十 七 中「様式第五十七」 を「別記
様式第57」 に 改 め 、 別 記 様 式 第 五 十 八 中「様式第五十八」 を「別記様式第58」 に 改 め 、 同 様 式 の 表

許 可 証 の 年 月 日 及 び 番 号 、 法 第 ３ 条 の ２ 第 １ 項 の 届 出 を し た 年 月 日 又 は 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 届 出 を し

た 年 月 日 の 項 を 削 り 、 工 場 又 は 事 業 所 販 売 所 賃 貸 事 業 所 廃 棄 事 業 所 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

氏 名 又 は 名 称

法人にあつては、その代表者の
氏名

住 所

郵便番号（ ）
都道
府県

電話番号（ ）

許可証の年月日及び番号、法第
３条の２第１項の届出をした年
月日又は法第４条第１項の届出
をした年月日

（注３）

許可証の年月日及び番号又は法第３条の２第１項
の届出をした年月日 （注２）

名 称

工 場 又 は 事 業 所
廃 棄 事 業 所

所 在 地

郵便番号（ ）
都道
府県

電話番号（ ）

連 絡 員 の 氏 名
（注３）

所属部課名（ ）
電話番号（ ）
ＦＡＸ番号（ ）

メールアドレス（ ）

特定放射性同位元素防護管理者の氏名 選 任 年 月 日
職務を行うことが
できなくなつた年
月日又はその期間

職務を行
うことが
できない
理由

年 月 日 年 月 日から
年 月 日まで

被 選 任 者 の 氏 名 年 齢 選任年月日 職務上の地位

歳 年 月 日

被 解 任 者 の 氏 名 解任年月日 選任年月日 解任理由

年 月 日 年 月 日

令
和
元
年

月

日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

二 十 六 の 五 中 「様式第二十六の五 」 を 「別記様式第26の５ 」 に 、「許可証の番号又は届出番号 」 を 「許
可証の年月日及び番号、法第３条の２第１項又は法第４条第１項の届出をした年月日 」 に 改 め 、 様

式 第 二 十 六 の 六 中 「様式第二十六の六 」 を 「別記様式第26の６ 」 に 、「許可証の番号又は届出番号 」

を 「許可証の年月日及び番号、法第３条の２第１項又は法第４条第１項の届出をした年月日 」 に 改

め 、 別 記 様 式 第 二 十 六 の 七 中 「様式第二十六の七 」 を 「別記様式第26の７ 」 に 、「許可証の番号又は
届出番号 」 を 「許可証の年月日及び番号又は法第３条の２第１項の届出をした年月日 」 に 改 め 、 別

記 様 式 第 四 十 三 注 １ 中 「手数料を 」 を 「料金を 」 に 改 め 、 別 記 様 式 第 四 十 六 の 備 考 を 備 考 ２ と し 、

同 様 式 に 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

１ ※印欄には記載しないこと。







別
記
様
式
第
一
中「

様
式
第
一
」

を「
別
記
様
式
第
１
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
中「

様
式
第
二
」

を「
別
記

様
式
第
２
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
三
中「

様
式
第
三
」

を「
別
記
様
式
第
３
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
中「

様
式
第
四
」

を「
別
記
様
式
第
４
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
五
中「

様
式
第
五
」

を「
別
記
様
式
第
５
」

に
改
め
、
別

記
様
式
第
六
中「

様
式
第
六
」

を「
別
記
様
式
第
６
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
七
中「

様
式
第
七
」

を「
別
記
様
式

第
７
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
八
中「

様
式
第
八
」

を「
別
記
様
式
第
８
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
九
中「

様
式
第

九
」

を「
別
記
様
式
第
９
」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
中「

様
式
第
十
」

を「
別
記
様
式
第
10」

に
改
め
、
別
記
様

式
第
十
一
中「

様
式
第
十
一
」

を「
別
記
様
式
第
11」

に
改
め
、
同
様
式
の
表
中 「

力等（注２）

貯蔵施設の貯蔵能
」

を 「
能力等

貯蔵施設の貯蔵(注
２
)
」

に

改
め
、
別
記
様
式
第
十
二
中「

様
式
第
十
二
」

を「
別
記
様
式
第
12」

に
改
め
、
同
様
式
の
表
中 「

力等（注２）

貯蔵施設の貯蔵能
」

を

「
能力等

貯蔵施設の貯蔵

に
改
め
る
。

(注
２
)
」

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

（
登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
十
八
条
第
三
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
六
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「様

式
第
十
三

」
を
「別

記
様
式
第
13

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
四
中
「様

式
第
十
四

」

を
「別
記
様
式
第
14

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
五
中
「様

式
第
十
五

」
を
「別

記
様
式
第
15

」
に
改
め
、
別
記
様

式
第
十
六
中
「様

式
第
十
六

」
を
「別

記
様
式
第
16

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
七
中
「様

式
第
十
七

」
を
「別

記
様
式
第
17

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
八
中
「様

式
第
十
八

」
を
「別

記
様
式
第
18

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
十
九

中
「様

式
第
十
九

」
を
「別

記
様
式
第
19

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
中
「様

式
第
二
十

」
を「別

記
様
式
第
20

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
一
中
「様

式
第
二
十
一

」
を
「別

記
様
式
第
21

」
に
改
め
、別
記
様
式
第
二
十
二
中「様

式
第
二
十
二

」
を
「別

記
様
式
第
22

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
三
中
「様

式
第
二
十
三

」
を「別

記
様
式
第
23

」

に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
四
中
「様

式
第
二
十
四

」
を
「別

記
様
式
第
24

」
に
改
め
、別
記
様
式
第
二
十
五
中「様

式
第
二
十
五

」
を
「別

記
様
式
第
25

」
に
改
め
、
別
記
様
式
第
二
十
六
中
「様

式
第
二
十
六

」
を「別

記
様
式
第
26

」

に
改
め
る
。

第
三
章

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
関
係

第
四
十
六
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
四
ま
で
の
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
施
行
の
日（
令
和
元
年
九
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。




